
ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

 

【質問１】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（３）インターネット公開業務 

質問内容 

ポテンシャルマップのインターネット上での公開に際し、利用するソフトによってはアカウント

の取得が必要になる場合が想定されます。その際、神戸市がアカウントを取得されている場合は

そのアカウントを利用し、新たにアカウントの取得が必要な場合は神戸市で取得するとの理解で

よろしいでしょうか。 

 

（回答） 

インターネット公開業務について 

① ポテンシャルマップを画像・PDFファイルなどで制作する場合 

 公式ドメイン(city.kobe.lg.jp)で公開します。画像・PDFファイルなどのデータの提

供が業務範囲になります。また、公式ドメイン(city.kobe.lg.jp)上でページの作りこ

みが必要な場合も、原則として市職員が CMS を用いて実施しますので、複雑な場合は

その手順を示していただくか、場合によっては受託者にて htmlと CSSをご提供いただ

くことも可能です。 

② ポテンシャルマップを ASP/SAAS等で制作する場合 

 公式ドメイン(city.kobe.lg.jp)にて、ASP/SAAS 等のページの埋め込みまたはその外

部リンクを記載して公開します。ASP/SAAS等の作りこみが業務範囲になります。その

際、ASP/SAAS等のアカウント費用や利用料など維持管理と判断できる費用は、本契約

とは別に本市で支出します。 

③ 外部ドメイン（xxx.comなど）上でポテンシャルマップを制作する場合 

外部ドメイン（xxx.comなど）でしか利用できない機能・他アプリを利用してポテンシ

ャルマップを制作する場合は、サーバの設置・構築および WEB ページ制作が業務範囲

になります。ただし、レンタルサーバやアプリの利用料などの維持管理と判断できる

費用は、本契約とは別に本市で支出します。 

 

※ASP／SAAS 等の利用や外部ドメインで WEB ページを制作する場合は、本市の「ウェブ

アプリケーションのセキュリティ実装チェックリスト」や「ホームページサーバー等

確認チェックリスト」「外部サービス要件」などの基準を満たす必要がありますので、

契約候補者を決定した後に、協議の上で進めることとなります。 

 

 

 

 

 



ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

 

【質問２】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（３）インターネット公開業務 

質問内容 

本業務はインターネット上で公開できるポテンシャルマップのコンテンツを作成するまでとし、

既存の神戸市ホームページの改修等は行わないとの認識でよろしいでしょうか。 

 

（回答） 

【質問１】の回答のとおりです。 

 

 

【質問３】 

資料名 委託仕様書 ページ － 

項目名 － 

質問内容 

神戸市域の沿岸域は港湾施設も多く、現実的にブルーインフラの整備が困難な場所も多く存在す

るかと思います。インフラ整備が困難な場所についての情報は、業務開始後に神戸市から提供す

ると考えてよろしいでしょうか。 

 

（回答） 

一概にブルーインフラの整備が困難な場所は定まっていないため、情報を提供することはでき

ません。占用や施設の建設等の行為許可については、立入り制限・禁止区域であっても、状況によ

って許可する場合があるためです。藻場のポテンシャルマップ作成にあたっては、当該情報を意識し

ていただく必要はございません。 

なお、占用や施設の建設等、本市に対して行為の許可が必要な区域（港湾区域や港湾隣接地域、

海岸保全区域）を提供することは可能です。また、立入り制限・禁止区域は以下に公開しています。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a42810/kouwanshisetu/tachiirikinnshi.html 

 

 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a42810/kouwanshisetu/tachiirikinnshi.html


ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

 

【質問４】 

資料名 実施要領 ページ ５－６ 

項目名 ８（４）②見積書 

質問内容 

本業務は共同企業体での参加も可能とのことですが、応募（企画提案）の手続きに伴い提出する書類の

うち、お見積書については構成員ごとに作成し、提出する必要がありますでしょうか。 

 

（回答） 

お見積りを構成員ごとに作成する必要はございません。 

 

 

【質問５】 

資料名 実施要領 ページ ６ 

項目名 ８（４） 提出書類 

質問内容 

実施要領の p.6 によると実施体制において、「総括責任者、設計担当者、施工担当者をそれぞれ

擁立すること」とありますが、「総括責任者、設計担当者、施工担当者」について何か定義はある

でしょうか？ 

 

（回答） 

記載誤りになります。実施体制が分かる資料については、本市からは特段の役割を定めず、提案

者の任意とします。（実施要領は更新済み） 

 

 

 

 

 

 



ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

 

【質問６】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（３）インターネット公開業務 

質問内容 

仕様書の p.1 によると、「制作したポテンシャルマップについて、インターネット上で閲覧でき

る状態にすること」とありますが、サーバの設置・維持も業務範囲・予算に含むでしょうか？ 

もしくは提案事項の 1つとして、提案書に含めることでよろしいでしょうか？ 

 

（回答） 

【質問１】の回答のとおりです。ご提案に含めていただくことは問題ありません。 

 

 

【質問７】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（１） ポテンシャルマップの制作業務 

質問内容 

ポテンシャルマップ制作や妥当性の評価には、区別する藻場の種ごとにある程度、分布情報が必

要となりますが、インターネット上で閲覧可能なデータの他、神戸市で独自に収集されているデ

ータなど、ご提供いただけるものはございますか？ 

 

（回答） 

神戸市のホームページ内にある「神戸市ブル―カーボンの取り組みエリア」に記載しているエリ

アのデータは可能な範囲で提供可能です。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/business/kankyotaisaku/ondanka/blue_carbon_area.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/business/kankyotaisaku/ondanka/blue_carbon_area.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/business/kankyotaisaku/ondanka/blue_carbon_area.html


ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

 

【質問８】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（１） ポテンシャルマップの制作業務 

質問内容 

仕様書の p.1によると、ポテンシャルマップに表示する項目として、地形等の情報が挙げられて

いますが、インターネット上で閲覧可能なデータの他、神戸市で独自に収集されているデータな

ど、ご提供いただけるものはございますか？ 

 

（回答） 

水深に関する情報については以下のものを情報提供することができます。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a44800/kurashi/access/harbor/map.html 

基質に関する情報についてはインターネット上で閲覧可能な情報（海しる）等をご利用ください。 

岸からアクセス可能か否かの情報については【質問３】の回答のとおりです。 

その他、本市が所有・管理する場所の地形等の情報については、受託者から具体的な場所を指定

していただき、情報の有無及び提供可否を本市所管部局に確認の上、対応いたします。 

 

 

 

【質問９】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（１）ポテンシャルマップの制作業務 

質問内容 

水深・基質・岸からアクセス可能か否かの情報、その他藻場の創出活動に有用な情報の、それぞれ最

新な情報を表示するとありますが、これらの情報は受託者が収集することが想定されているのでしょ

うか。それとも神戸市側で提供できる情報なのでしょうか。 

 

（回答） 

【質問３】【質問８】をご確認ください。 

なお、その他藻場の創出活動に有用な情報については受託者から提案の上、本市から提供可能かど

うか確認します。 

 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a44800/kurashi/access/harbor/map.html


ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

【質問 10】 

資料名 仕様書 ページ 1 

項目名 ２（３）インターネット公開業務 

質問内容 

インターネット公開とは事業終了期間中及び終了後の公開環境も整えることが含まれるのでしょう

か。それともインターネット公開に耐えうる画質とすることでしょうか。 

 

（回答） 

【質問１】の回答のとおりです。 

 

 

 

【質問 11】 

資料名 仕様書 ページ １ 

項目名 ２（１） ポテンシャルマップの制作業務 

質問内容 

海草類・海藻類の神戸市での基礎情報（どの種がおおよそどこに生えているかなど）は提供可能

でしょうか。 

 

（回答） 

【質問７】の回答のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブルーカーボン生態系である藻場のポテンシャルマップ制作業務に係る 

委託事業者の公募に関する質問への回答 

【質問 12】 

資料名 実施要領 ページ ５－６ 

項目名 ８（４）②見積書 

質問内容 

「② 見積書」に「 ※仕様書に記載している業務についてそれぞれの内訳がわかるように明記す

ること。」とありますが、人件費は自社が設定をしている単価で良いのでしょうか？ 

 

（回答） 

はい。見積書に記載する人件費の単価は任意です。 

 

 


